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令和元年度第２回平塚市病院運営審議会議事録 

 

日  時  令和元年１２月１９日（木）１４：３０～１５：３０ 

場  所  平塚市民病院 本館２階 大会議室 

出席委員  久保田会長、増井副会長、佐藤委員、秋澤委員、今井委員、  

亀井委員、正木委員、遠藤委員 

以上８名 

欠席委員  長谷川委員（オブザーバー参加で保健福祉事務所 戸羽企画調整課長）、 

      竹末委員 

事 務 局  諸角病院事業管理者、山田病院長、宮﨑副病院長、厚川副病院長、

本谷副病院長兼看護部長、三田副病院長兼事務局長、高田薬剤部長、

磯谷医療技術部長、稲村副看護部長、相澤経営企画課長、野上病院

総務課長、田丸医事課長兼病診連携室長、石井経営企画情報担当長、

杉山財務担当長、病診連携室主査、経営企画情報担当主査  

傍 聴 者  ０名 

 

１ 開会（副病院長兼事務局長） 

 ○会議成立の報告 

 ○傍聴者の報告 

 ○配布資料の確認 

 ○病院事業管理者のあいさつ 

  皆さんこんにちは。本日はお忙しいところまた寒い中、平塚市病院運営審議会に御出

席いただきましてありがとうございます。 

今年度は、将来構想「平塚市民病院 Future Vision 2017-2025」の３年目に入ります。

将来構想の取組は、一定の成果を上げており、昨年度は、５年ぶりに経常収支が黒字で

したが、今年度も昨年度以上の医業収益を維持しています。このような状況の中、医療

の進歩や社会状況の変化を見据えつつ、当初の予定どおり、将来構想の見直しを行って

いるところです。 

本日は、将来構想の点検及び現在行っている将来構想の見直しにつきまして、皆様か

らの忌憚のない御意見やアドバイスをいただければ有り難いと思います。また、地域医

療支援病院の承認要件につきましても御報告しますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

２ 議事 

（司会） 

それではここからの進行につきましては、久保田会長にお願いします。 

 

（会長） 

  今日は第２回の運営審議会ですが、議題どおりに順番に進めさせていただきます。 

  それでは議題（１）「将来構想『平塚市民病院Future Vision 2017-2025』の外部点検

について」事務局から説明をお願いします。 
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（経営企画課長） 

資料１－１ 将来構想「平塚市民病院Future Vision 2017-2025」の 

令和元年度中間評価について 

資料１－２ 収支計画等の現状と目標値 

資料１－３ 平成２９年度―令和元年度 将来構想開始後の平塚市民病院の主な取組 

に基づき説明 

（会長） 

  事務局から将来構想の上半期実績について説明がありましたが、何か御質問、御意見

があればお願いします。将来構想の外部点検ということですので、委員の皆さんから積

極的な御意見をいただきたいと思います。秋澤委員どうぞ。 

 

（秋澤委員） 

  何点か確認も含めてお伺いしたいと思います。まず、自己点検の中で、「委託業務の見

直しを行うなどのタスクシフトを進め、働き方改革に資する取組も行いました。」という

記載があります。業務委託の見直しをして、どのような効果があったのか内容を確認し

たいのと、働き方改革に資する取組というのは、具体的にどのようなことを行ったのか

をお伺いしたいと思います。 

  平塚中郡地域で、唯一分娩ができる、小児救急ができる病院として頑張ってこられて、

中郡からは負担金などの財政的支援を頂いていると思います。しかし、最近秦野市から

の小児科患者が増えているようですが、中郡以外の市町に関して、財政的支援に関する

話合いを今後されていく予定はあるのかどうかお伺いしたいと思います。これは、病院

がやるか、市長部局がやるのか分かりませんが、その辺りのお考えをお伺いしたいと思

います。 

 

（会長） 

  事務局、よろしいでしょうか。 

 

（経営企画課長） 

  １点目の委託業務の見直し等の内容と効果ですが、今年度上半期に行ったタスクシフ

トを目的とした見直しは２点ございます。１点目は、救急外来の受付業務の業者を変更

しました。これは、先ほど救急搬送患者受入数が９、５００件を超える勢いという話を

しましたが、年々右肩上がりに増加しており、今年度も減る気配がありません。これに

伴って、現場のスタッフ、特に、看護師の業務負担が増えているので、その対応として、

今年７月から医療事務委託業者から、救急専門の委託業者へ契約を変更しました。これ

によって、患者さんへの説明、電話対応、転院先との調整等を専門業者が行うことにな

り、看護師のタスクシフトを行った結果、業務の軽減が図られた上に、適正な受診先が

案内でき、患者対応の質も向上しました。 

  ２点目は、入院会計のスタッフの集中化を行っています。近年、当院の病床利用率が

高い上に、看護ケアに求められる業務について、診療報酬改定で年々増加しています。
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患者の要望も多様化していることで、病棟看護師の業務負担の軽減が、病院としての課

題でした。従来、病棟にいた事務員は、主に患者対応プラス病棟に入院している患者さ

んの会計入力を行っていました。その会計入力者を１か所、別の場所に集めました。そ

うすることで、病棟にいる事務員は、患者に向き合う時間が増え、看護師が行っていた

事務業務を病棟で行うことができます。そういう意味で、病棟看護師の事務負担の軽減

を図りました。この２点を行ったのが、業者の見直しのポイントになっています。 

  ２点目の働き方改革の対応です。制度はまだ始まったばかりですが、１点目として、

当院では、平成３０年度に出退勤管理システムを導入しています。各職員が、出退勤時

に、タイムレコーダーに打刻をするもので、正確な情報把握に努めるために、システム

を導入して、内容をチェックしています。もう１点は、年に２回、事業管理者ヒアリン

グを、各部署の所属長と行いますが、そのヒアリングで、有給休暇の取得や、時間外勤

務の状況を聞き取り、事業管理者から基準内の対応を求めるという声掛けを個別に行っ

ています。 

  ３点目の分娩です。周産期２次救急は、この地域では当院しか行っていませんが、財

政的支援については、中郡から医師会に支払われて、そこから２次救急病院に配付され

る仕組みがあります。その他の秦野市などは、大人も子どもも含めて、救急患者が増え

ていますが、具体的な財政的支援の話については行っていません。 

 

（秋澤委員） 

  具体的にお話いただいてありがとうございます。これまで病棟看護師が行っていた、

事務的なことを集約して本来業務に専念できるようになったということで、非常に効果

があると感じました。 

小児科、産科に関しては、唯一の病院だということで、これはずっと維持していかな

ければならない政策的医療です。そのためには、小児科医の確保を今後もしっかりとや

らなければなりませんが、その点に関しての取組を何か考えていらっしゃるのかお伺い

したいと思います。また、救急医不足が課題とありますが、これから救命救急センター、

高度急性期医療をやっていくときに、救急医の確保も非常に重要だと思いますが、その

点に関しての取組、方針があったらお聞かせいただければと思います。 

 

（病院長） 

  実際に努力はしています。努力の内容としては、医師の派遣を依頼するために近隣の

東海大学、横浜市大、慶応大学などに足しげく通っています。ただ、現実問題として、

救急医も小児科医も非常に確保が難しい状況です。小児科に関しては、小児科専攻医１

年目になったとき、３年間の出張病院が決められるので、３年先までの若い医師の配置

に関しては、何か他に事情が発生しない限りは決まっています。ですので、私を除いて

小児科医が８名いますが、８名維持は、この３年間は問題なかろうと思っています。救

急医に関しては、色々と出向いてお願いしていますが、神奈川県全体で不足しているの

で、派遣に至っていません。常勤医を補助することで、パートの先生は来ていただけて

いますので、なんとか回っている状況です。 
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（会長） 

  他にいかがでしょうか。亀井委員どうぞ。 

 

（亀井委員） 

  今のお話を受けてですが、医師確保について病院としてできることの御相談を受けて

いて、お医者さんや看護師さんに限らず、事務も含めてですが、専門性の高い方々が選

択してくださる職場にしていく御努力を色々とされているのは、承知しています。 

これは、是非やっていただきたいことですが、人材確保については、地域の戦略とし

て、やっていかなくてはならないことが、あるのではないかと私は思っています。おそ

らく、秋澤委員からお話があったのも、そういう意図があって、御質問されたのでない

かと私は感じたのですが、病院単体の問題ではなく、地域全体の問題です。会議の前に、

病院長先生とお話させていただのですが、神奈川県全体が低いのもあるかもしれません

が、神奈川県の湘南西部医療圏の診療科別の分布を見たときに極度に医師数が少ない状

態です。東海大学があるのに、なぜこんなに少ないのだろうというところがありますの

で、ある種、施策として、県の方でもやっていただきたいですし、市が連携をして、近

隣の市町村とも連携をしながら、やっていかなくてはいけないことだと思います。こう

いった問題提起も議会、その他を通じて、お願いさせていただきたいというのは、専門

家として１つ申し上げたいことです。 

将来構想の点検については、この病院は、高度医療、急性期医療と政策的医療をしっ

かりと担っていく病院であるということを踏まえるならば、具体的な数字として結果が

出てきていると感じました。これは、事業管理者、病院長をはじめ、全ての病院に関わ

る皆さんの努力の賜物でありまして、しっかりと評価をしなければいけないところだと

思います。実際に、必要な施策を打たれていると思いますし、個別の現場ベースで、そ

ういった方針が徹底されて、動いているからこそ、出てきた結果ではないかと思います。

講演会や学生、研修医の受入れについても、特に若い専門家が質を評価して、この病院

に来ているのは、大変良い兆しだと思っていますので、収支が良い悪いではなく、病院

という組織として是非そこは進めていただきたいと思います。 

一方、課題として感じるのは、資料１－３で御説明いただきましたけれども、将来構

想開始後の取組で、一つ一つの施策をしっかりやっているのは、よく分かるのですが、

医師の主な増減のところが、大変気になるところです。これは、秋澤委員から御指摘が

ありましたが、高度急性期病院として、肝心な救命救急の先生、麻酔科医が減ってきて

います。逆に言えば、こういう状態で、よくぞここまでできたなというところが、率直

な感想です。ここを、病院単体で努力されていることは、これまでの結果を見ればよく

分かるのですが、これは、市や関係機関が、どういう連携ができるかというところを少

し広げて考えいく必要があるのではないかと思います。この紙に、最終的に、市長から

の意見、指示というのが埋まって完成するかたちになりますので、是非そういったとこ

ろも含めて、これは市にきちんとそういう問題をこの審議会で指摘された、それは、市

の問題でもあるんだということをしっかり記載していただくことが、非常に重要なこと

ではないかと思います。これは単に、ここに書くだけではなくて、是非、議会でも取り

上げていただきたいとお願いとして申し上げたいと思います。 
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（会長） 

  他にいかがでしょうか。佐藤委員どうぞ。 

 

（佐藤委員） 

  資料１－１の２ページ目の「がん医療の充実に努めます。」というところで、「呼吸器

外科、放射線治療科、緩和ケア内科の常勤医師の確保を目指します。」とあります。緩和

ケア内科というのは、今後求められるところであると思いますが、県内でこの部分に長

けたお医者さんの母数がどのくらいいらっしゃるのでしょうか。また、緩和ケアの部分

は、病院で入院した治療なのか、がん治療と同様に通院を主にやられるのかというとこ

ろをお聞きしたいと思います。 

その下の外来で眼科の完全予約制導入に向けてとあります。平塚市内にいくつか眼科

があると思いますが、市内の眼科の数は限られていると思いますが、完全予約制を導入

する理由を教えていただければと思います。 

 

（会長） 

  山田病院長お願いします。 

 

（病院長） 

  緩和ケア内科に関しては、専門とする医師が非常に限られていて、元々外科医や呼吸

器内科医として、主にがんを診療されている先生方が、その道に進んで行かれます。大

学でも緩和ケア内科の医局が存在しないことが多く、非常に苦労していますが、来年度

もしかしたら来ていただけるかもしれないという状況にあります。呼吸器外科医、麻酔

科医の減少に関しても、少し明るい兆しが見えてきたという現状です。 

 

（経営企画課長） 

  完全予約制の実施理由としましては、当院が入院治療を中心にやるという方針ですの

で、入院治療を行う医師数と外来を行う医師数のバランスで行っています。眼科は、１

人しかいませんので、外来を絞らせていただいて、入院の治療を中心にという方向性か

ら、完全予約制を実施させていただいています。整形外科に関しても完全紹介制を導入

しましたが、このところ手術が増え、手術に時間を取りたいという希望があります。整

形外科は比較的、市内にもクリニックがありますので、完全紹介制とさせていただいて

います。 

 

（病院長） 

  先ほどの質問の追加ですが、当院の緩和ケア内科は外来主体というよりは、入院され

たがん患者さんに主眼を置いています。ホスピス的なことに関しては、専門の施設に御

紹介するようなかたちになっています。 

 

（会長） 
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  他にいかがでしょうか。正木委員どうぞ。 

 

（正木委員） 

  救急について、お伺いしたいと思います。救急車の台数が、８，０００台、９，００

０台、次は１０，０００台と本当に増えてきています。救急というのは、私は、市民の

皆さん方が、一番期待する医療ではないかと思います。いざという時に、救急車で行っ

て、お断りされるとか、受け入れられないとなると、非常に悲しい思いをされると思い

ます。市民病院として、台数が増えていくことは、非常に良いことだと思いますけれど

も、限界があると思います。今は９，０００台のうち入院が大体３０％ですので、まだ

賄えると思いますが、４０％、５０％になってくると病室の空床の割り当てなど、病床

問題も出てきますので、本当は、全てを受け入れられたら良いが、なかなかそこまでい

かなくなってしまう可能性があると思います。 

先生方の働き方改革の中で、救急は一番しんどい現場ですから、そこも含めてこれか

ら先、将来的な救急の体制として今までと違うかたちを考えていかないといけないと思

います。救命救急センターにもなっているので、救急を中心にすることは、市民病院の

あり方でしょうけれども、病院の体制としては、非常にしんどい体制が要求されるので、

この辺りをもう少し将来的には力をいれながら、救命救急医や事務の当直など体制づく

りが必要ではないかと思います。令和２年の将来構想に入っているかもしれませんが、

もし何かありましたらそこら辺をお聞かせいただければと思います。 

 

（会長） 

  事務局よろしいでしょうか。 

 

（病院長） 

  救急医が２名まで減少してしまって、正木委員がおっしゃるように、崩壊してもおか

しくないなというのが現状ですが、医師の確保に関しては、多方面で色々動いてはおり

ます。具体的に、今後取り組んでいかないといけないこととして、平塚市内で急性期を

診ている当院と共済病院、済生会平塚病院の病病連携というのも考えております。当院

で診るけど、すぐに転院させていただくとか、そういうような方向性も検討中です。 

 

（会長） 

  他にいかがでしょうか。私から一つよろしいでしょうか。救急のことは非常に大事な

ことで、今、市民病院は年間で９，０００台、隣の共済病院は４，０００台。２対１の

割合だと思います。平塚、中郡の中で見ると、お互いに救急の中での役割をうまく分担

していくというのも、一つ大事なことかと思いますので、その点を進めていってほしい

と思います。 

それからＮＩＣＵの病床の利用率が増えています。これも平塚、中郡で唯一小児周産

期を扱えるということで、今後もハイリスクの分娩が増えてくるのではないかと思いま

すが、ここら辺の人員の確保も大変だと思いますので、そこの点も先ほど委員の皆さま

から意見が出ましたけれども、また是非よろしくお願いしたいと思います。他にはいか
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がでしょうか。 

  ないようでしたら、次第（２）「将来構想『平塚市民病院Future Vision 2017-2025』

（改訂版）について」事務局から説明をお願いします。 

 

（経営企画課長） 

資料２－１ 将来構想「平塚市民病院Future Vision 2017-2025」（改訂版）について 

資料２－２ 将来構想「平塚市民病院Future Vision 2017-2025」（改訂版）第１次素案 

に基づき説明 

 

（会長） 

  只今、事務局から、令和３年度以降の将来構想について説明がありました。これにつ

いて何か御質問、御意見等あればお願いします。今後の市民病院の方向性を左右するも

のです。正木委員どうぞ。 

 

（正木委員） 

  今後の方向性で安定化とありましたけれども、もっと攻めの姿勢でいかれた方が良い

のではないかと思います。安定的に黒字を出しながら、数字を出していくためには、攻

めの姿勢が、必要ではないかと思います。 

 

（会長） 

  亀井委員どうぞ。 

 

（亀井委員） 

  攻めないと安定はできないと思います。それぐらいここの環境は厳しい。この病院が

厳しいのではなくて、この地域の医療という社会的基盤を維持することは、簡単ではな

いということだと思います。お医者様の確保もそうだし、看護師の確保もそうだし、更

に言えば、質の高い人材の確保というのが、決して簡単ではない時代にこれから入って

いくわけです。結局、病院というのは、どんなに立派な施設があっても、質の高いもの

をしっかり患者さんに対して、デリバリーできる人がいなければ意味がない。人という

のは、お医者様だけではなく、あらゆる機能の方が連携して、チームとしてできなけれ

ばならないことだと思います。それを深く理解した人が、チームの一員として、ここで

働きたいと言ってくださるようなことを作っていくことは、ものすごく大変なことで、

単に、赤字が黒字になったから良いですよといったことだけではないし、そういうもの

が、この端々に感じられるのではないかと思います。基本的には、これはこれで良しと

するのですが、最終的に、全部これを読んでくれる人はなかなかいなくて、現場レベル

で、どういうふうに伝えていくかというと、１００出来たら、次に１０５、１１０を現

場に要求し、１１０が出来たら、１１０を１００として、また１１０を要求しというこ

とが、常に必要になってくると思います。最終的には、地域の患者さんや、市民の皆さ

んや、連携する地域の先生方と一緒に、彼らの期待に応えることができるために、常に

ストレッチをするという社風や風土を作っていただくというのが、この中に色々なかた
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ちで入ってくると良いと思います。だからこそ、人材を育成するというところが、すご

く文章として増えてきたのだと思いますので、そこでは書かれていると思いますが、そ

の思いをもう一度新たに込めていただけると良いのではないかとこんな風に感じたとこ

ろです。 

 

（会長） 

  他にいかがでしょうか。増井委員どうぞ。 

 

（増井副会長） 

  ＫＰＩの数値の変更ということで預金残高、財務関係の数字、医師数等の数字などい

くつかが削除となっていますが、これは報告としては出ないけれども、病院内部では共

有されているものなのでしょうか。 

 

（経営企画課長） 

  将来構想の計画値から削除しただけで、予算決算の中では、公表になります。ただ、

２年に１回、診療報酬改定があり、また、今の段階で始まった働き方改革は、将来構想

を作り始めたときにはなかったので、制度変更があると、計画値どおりにいかないケー

スがあります。そういうものについては努力として、最終年度のみの数字に置き換えた

り、削除させていただきました。削除した現金などの数値はものすごく重要視していま

すので、そこは単年度で管理させていただくことで変えさせていただいています。 

 

（増井委員） 

  先ほどの正木委員、亀井委員の発言とかぶりますけれども、外から見ていますと、器

として良いものが出来て、色々な意味で、人材的にも集まってきていると思います。そ

こで、油断するといけないと思いますので、将来構想で載せない数字は、病院の中で将

来に向けての目標値をきちんと皆さんで持っていただいて、先ほどの今年の１００を１

１０にもっていくようなかたちで、できる限り攻めていただきたいと思います。それが、

地域のためになると思いますので、よろしくお願いします。 

 

（会長） 

  他にいかがでしょうか。正木委員どうぞ。 

 

（正木委員） 

  今まで市民病院は、自分たちの病院の経営の立て直しを図ってきて、それを実際、成

し遂げてきたと思います。これから先というのは、平塚市の地域全体の医療の首領とい

いますか、親分となっていただいて、色々な医療を引っ張っていただきたいと思います。

特に、済生会も色々と厚生労働省から指摘されていますが、できるだけ地域に貢献しよ

うという気持ちは持っています。まず、地域全体が良くなればいいと教育していますの

で、先生方からうまく御指導いただいて引っ張っていただきたいと思います。よろしく

お願いします。 
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（会長） 

  他にいかがでしょうか。今まで委員の方から色々な意見が出ましたので、それを踏ま

えて改訂版に反映していただきたいと思います。 

  引き続きまして、報告事項になりますが、地域医療支援病院の承認要件報告について

事務局から説明をお願いします。 

 

（病診連携室主査） 

資料３ 地域医療支援病院の承認要件報告について に基づき説明 

 

（会長） 

  事務局から説明がありましたけれども、これに関して御質問、御意見等ありましたら

お願いします。いかがでしょうか。 

私から素朴な疑問ですが、救急車による搬送数というのは、どのくらいまでいけるの

でしょうか。というのは来年度、診療報酬改定の改定率で救急病院の働き方改革として

０．０８％のプラスとなっていますが、それを見込んで救急医を増やす方向でどんどん

右肩上がりでいって良いのかということがあります。病院の体制もあるでしょうけれど

も、大変だと感じています。リミットはどこまででしょうか。 

 

（病院長） 

  正直に言って、自分にもよく分からないですが、基本的には、スタッフの人数次第と

いうところがあると思います。現状、救急医が増え、それに付随して看護師の数も増え

るということであれば、もう少しは耐えられるのではないかと思いますが、普通に考え

ると、カバーしている人口がある以上、ある一定のレベルでは、絶対に頭打ちになると

思います。より広域にやっていくのであれば別ですが、主に搬送していただけるのが、

平塚、大磯、二宮がメインなので、あるところで頭打ちになるのではなかろうかと思い

ます。 

 

（会長） 

  亀井委員どうぞ。 

 

（亀井委員） 

  まさにそこは私も気になっていて、高度急性期病院にとって、高齢者福祉をやってい

る機関や施設との連携が一番大事なところで、施設からの高齢者さんの救急搬送をどう

するのかあるいは蘇生処置をどこまで行うのかについて、御本人の意思がどうなのかを

関係者や御家族に確認していくというのが、結果的には、現場を疲弊させないし、本人

の尊厳も保たれるではないかと考えます。そこは、もしかしたら、在宅の先生や直接関

わっているお医者さんとの連携も出てくると思いますが、そういったところは、前向き

にやっていかれて、具体的なベストプラクティスを作っていただけると良いのではない

でしょうか。これは、全国どこも悩んでいらっしゃるというお話を伺いましたので、是
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非、積極的にやっていかれると良いと思います。台数だけでなく、明らかに高齢者の搬

送が増えているはずで、そこは是非、あらかじめ先に先にという意味で、スローガンで

はないですが御検討いただく方が良いのではないかというのが、久保田先生のお話で感

じたところです。 

 

（会長） 

  事務局お願いします。 

 

（経営企画課長） 

  今のお話、現場では、対応に苦慮しているところです。高齢者施設からの救急搬送に

関する情報交換会を当院で発起して、来年２月に、２次救急を担う当院と共済病院、済

生会、その他に市役所の地域包括ケア推進課、保健所の担当者、消防救急、医師会に集

まっていただいて、現状どうなのかという話と、地域で施設にお配りするマニュアルが

ないので、そのマニュアル作成やフローが必要なのではないかという話を、まずさせて

いただいて、将来的には、情報交換会を定期的に病院として開きたいと思っています。

本人が求めていないかたちの救急搬送というのは、地域のためにならないのではないか

というのがあります。議論は国でも進んでいますし、一方では消防でも進んでいますの

で、一つの切り口として２月に予定していることを報告させていただきます。 

 

（会長） 

  ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

  高齢者の数というのは資料の１２ページにもありますように、どんどん増えていくの

は分かっており、２０４０年にかけて、この湘南西部地区でも１．５７倍くらい増える

ということです。高齢者の搬送ということも課題になってきますし、医師会でも、市民

病院の葉先生と高齢者搬送に関して、色々議論をこれからしようということですけれど

も、それだけに関わらず、この救急というものは絶対に必要だと思いますので、色々な

人たちが議論をして、なんとかこの地域を守っていくような姿勢で、是非よろしくお願

いしたいと思います。他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それでは、次第４その他につきまして事務局から何かありますでしょうか。 

 

（経営企画課長） 

  ２点報告させていただきます。１点目は、クラウドファンディングを市民病院で行い

ました。インターネットを介してふるさと納税の仕組みを利用して寄付を募るものです。

内容としては、病院間で低体重児の赤ちゃんを運ぶために使う、救急車に直接はめ込み

ができる３５０万円ほどの搬送用保育器で購入するために、２００万円を寄付で募るこ

ととして、１０月１５日から１２月３１日までの寄付期間を設けてクラウドファンディ

ングを行いました。これについては、１２月５日で達成しました。なお、クラウドファ

ンディングは、クレジットカード等を使用して、インターネットでしか寄付できないの

ですが、他に７名窓口に来て寄付していただきました。結果としてクラウドファンディ

ングでは１２５名で２００万円、直接お持ちになった方が７名で１７万５，０００円と
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いうことで、合計２１７万５，０００円集まりました。ありがとうございます。寄付者

の方々にはそれぞれお礼の通知とイベント等の御案内もさせていただいております。 

２点目は、次回の開催についてです。次回は、来年令和２年４月の後半を予定してお

ります。内容としては、報告できる範囲で令和元年度の実績を御報告させていただくこ

とと、診療報酬改定が予定されておりますので、改定内容で当院における影響がどの程

度あるのかが御報告できればと思っております。 

 

（会長） 

  その他、委員の方から何か御質問ありますか。秋澤委員どうぞ。 

 

（秋澤委員） 

  クラウドファンディングの成果を御報告いただきましたが、この後も何か購入すると

きに実施する予定はあるのでしょうか。色々なものが買える気がするのですが。 

 

（経営企画課長） 

  買いたいとは思いますが、他の病院との関係もありますから、ここでしか必要としな

いものに限られてくると思っています。例えば、搬送用保育器は、出産を担っているの

は、この地域でこの病院しかありませんので、そういうコンセプトから対象にさせてい

ただきました。欲しいものを何でも寄付で買いたいと思いますが、病院の自前でやらな

くてはいけないというのが基本にありますから、政策的医療に関わる部分で、そういう

機会があったら利用させていただきたいと思っています。 

 

（亀井委員） 

  これはすごいですね。まさに市民病院らしい。ちなみに誰のアイディアですか。 

 

（経営企画課長） 

  病院事業管理者です。 

 

（亀井委員） 

  素晴らしい、組織の一員として。 

 

（会長） 

  他にいかがでしょうか。 

他になければ以上をもちまして予定の議題を終了とさせていただきます。皆さん御協

力ありがとうございました。 

 

（司会） 

  久保田会長、議事の進行ありがとうございました。皆様におかれましては、熱心な御

審議ありがとうございました。 

閉会に当たりまして、山田病院長より御挨拶申し上げます。 
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（病院長） 

  本日はお寒い中、長時間にわたり熱心に御議論いただきましてありがとうございまし

た。我々がいくら安定的な経営と言っても、厚労省が言っている三位一体改革とか、診

療報酬改定などもありますし、予期せぬことが起こり得ますので、それを乗り越えて、

頑張っていきたいと思いますので、これからも御支援のほどよろしくお願い申し上げま

す。今日は本当にありがとうございました。 

 

以 上 


